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○室戸勤労者体育センター設置及び管理条例 

平成２２年１２月２４日 

条例第２３号 

室戸勤労者体育センター設置及び管理条例（平成１５年条例第１４号）の全

部を改正する。 

（目的及び設置） 

第１条 市民の体育の普及、振興及び健康で文化的な生活の向上に寄与するた

め、室戸勤労者体育センター（以下「体育センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

室戸勤労者体育センター 室戸市室津２１８６番地１ 

（指定管理者による管理等） 

第３条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３

項の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることがで

きる。 

（１） 体育センターの運営に関する業務 

（２） 体育センターの施設、設備の維持及び管理業務 

（３） 体育センターの施設の利用に関する業務 

（４） 体育センターの利用に関する料金（以下「利用料金」という。）の

徴収に関する業務 

（５） その他市長が必要と認める業務 

２ 前項の規定により指定管理者に体育センターの管理を行わせる場合におけ

る指定管理者の指定の手続等については、室戸市公の施設における指定管理

者の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第１４号）に定めるところに

よるものとする。 

３ 市が管理業務を行う場合において、第４条、第５条、第６条、第８条、第
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９条第３項、第１１条、第１２条及び第１３条中「指定管理者」とあるのは

「市長」と読み替えるものとする。 

（開館時間及び休館日） 

第４条 体育センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、

指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更する

ことができる。 

開館時間 午前９時から午後１０時まで 

休館日 １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで 

（利用の許可） 

第５条 体育センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可

を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様

とする。 

（利用の制限） 

第６条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

利用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

（２） 管理に支障があると認められるとき。 

（３） その他利用させることが不適当と認められるとき。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第７条 体育センターの利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、

利用許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用許可の取消し等） 

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取

消し若しくは停止、又は利用許可条件を変更することができる。 

（１） 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２） 利用者が許可条件に違反したとき。 

（３） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。 
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（利用料金） 

第９条 利用者は、別表に規定する利用料金を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、学校週５日制に伴う土曜休業日の午前中に限り、

児童生徒の利用料金については無料とする。 

３ 第１項に規定する利用料金は、利用許可書を交付の際に納付しなければな

らない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めた場合は、この限り

でない。 

（利用料金の収入等） 

第１０条 市長は、体育センターの管理を第３条の規定により指定管理者に行

わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に体育センターの利

用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の場合において、利用料金は、前条の規定にかかわらず、別表に規定

する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める

ものとする。 

（利用料金の減免） 

第１１条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、

又は免除することができる。 

（利用料金の還付） 

第１２条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特

別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（損害賠償の義務） 

第１３条 利用者は、故意又は過失により体育センターの施設、設備及び備品

等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を指定管理者の

認定に基づき賠償しなければならない。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、体育センターの運営に必要な事項は、

規則で定める。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第１１号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年条例第２４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）附

則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条から第１８条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用又は利用に係る使用料又は

利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金

については、なお従前の例による。 

別表（第９条関係） 

利用料金 

時間 

区分 

午前９時

から正午

まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時か

ら午後７時

３０分まで 

午後７時

３０分か

ら午後１

０時まで 

午前９

時から

午後１

０時ま

で 

延長１時

間につき 

団

体

１

０

人

以

１８歳以

上の者

（高校生

を除く。） 

円 円 円 円 円 円 

９２０ １，２２０ ８１０ ８１０ ３，７７

０ 

３１０ 

１８歳以

下の者

４６０ ６１０ ４１０ ４１０ １，８８

０ 

１５０ 
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上 （高校生

以下の者

が半数以

上の団体

を含む。） 

個

人 

１８歳以

上の者

（高校生

を除く。） 

１時間につき１人６０円 

１８歳以

下の者

（高校生

を含む。） 

１時間につき１人３０円 

備考 

１ この表に定める時間には、実際に利用する時間のほかその準備及び片

付けに要する時間を含むものとする。 

２ 午前から午後へ又は午後から夜間へ引き続き利用する場合の利用料金

の額は、それぞれの利用料金の合計額とする。 

３ 利用目的等により上記の利用料金によることが適当でない場合又は特

別に電気等の附属設備を利用する場合等の特別な利用方法についての利

用料金は、別に定める。 

４ 冷暖房利用については、１時間当たり１００円を徴収する。 

 


